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令和５年度に選考を実施する再任用制度について 

 

令和５年度に選考を実施する再任用制度については、那覇市職員の再任用制度の運用に関する

要綱（令和５年１月５日市長決裁）を踏まえ、以下のとおり実施することとする。 

 

１ 暫定再任用制度及び定年前再任用短時間勤務制度 

（１）暫定再任用制度 

   定年の引上げにより旧再任用制度が廃止されたことに伴い、定年の段階的な引上げ期間に

おいて、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするため、旧再任用制度と同様の暫

定的な再任用制度を設けることとしたもの。 

（２）定年前再任用短時間勤務制度 

   定年の引上げにより、60歳以降の職員について、健康上、人生設計上の理由等により多様

な働き方を可能とすることへのニーズが存在するものと考えられることから、これらのニー

ズに対応するため、60歳に達した職員について、退職の上、再任用で短時間勤務に就くこと

ができるよう定年前再任用短時間勤務制度を設けることとしたもの。 

 

２ 任用及び任期 

（１）任用の方法 

新たに暫定再任用職員及び定年前再任用職員を任用しようとするときは選考を行う。なお、

選考にあたっては、「那覇市再任用職員選考委員会」を設置し、選考される者の職務遂行能力

等が基準に適合しているかを判定する。 

（２）任期 

  ア 暫定再任用職員 

    ４月１日から翌年の３月 31日までとする。 

  イ 定年前再任用職員 

    ４月１日から定年退職日相当日までとする。 

（３）任期の更新 

  ア 暫定再任用職員 

    原則、公的年金の受給権が発生する年度の３月 31日までとする。 

  イ 定年前再任用職員 

    任期の更新はないが、任期満了後に暫定再任用として任用する場合は（１）のとおり選

考を行う。 

 

３ 職及び配置先 

 再任用職員はこれまで培ってきた知識や経験を生かし、新たに任用される職に応じた全ての業

務に従事する。 

 なお、短時間勤務職員の勤務時間は、常勤職員と比べて短いものの、常勤職員が担う業務と同

質の業務を担当する。勤務時間の量的な側面を除けば、職責等の面では常勤職員と同等である。 

 再任用の職とその配置先を決定するにあたっては、担当する職務の内容や必要性等、配置する

職場の状況を踏まえることを第一に、再任用を希望する職員の意向も考慮することとする。 
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（１）職の種類 

   再任用の職は、勤務時間によって以下のとおり区分される。 

   ア 暫定再任用（常時勤務（フルタイム）の職） 

    イ 暫定再任用（短時間勤務の職） 

    ウ 定年前再任用（短時間勤務の職） 

（２）勤務形態 

  「令和６年度組織機構及び定員に関する管理運営方針」に基づき、暫定再任用の職については

原則としてフルタイムによる定員配置、定年前再任用の職については短時間勤務の職として業

務内容や事務量等を勘案して配置とする。ただし、暫定再任用の職については、適正な行政運

営や再任用を希望する職員の個別の事情を踏まえて必要と判断される場合は短時間勤務の配置

とする。 

 

 (短時間勤務職員の基本勤務形態) 

週の勤務日 1日の勤務時間 1日の休憩時間 

週 5日勤務 

（週 30時間） 
6時間 1 時間 

週 4日勤務 

（週 31時間） 
7時間 45分 1 時間 

 

(保育教諭及び健康上の理由等でやむを得ないと認めた場合に限り上記に加え選択可) 

週の勤務日 1日の勤務時間 1日の休憩時間 

週 5日勤務 

（週 20時間） 
4時間 なし 

週 4日勤務 

（週 16時間） 
4時間 なし 

週 3日勤務 

（週 23時間 15分） 
7時間 45分 1 時間 

 

（３）職務の級 

     再任用職員は原則、行政職給料表３級相当（主任級）に格付する。 

  ※現業職員については原則、現業職給料表３級相当（現業主事級）に格付する。 

（４）任命権者間の人事交流 

再任用職員の勤務場所については、退職時の部局にかかわらず、他の任命権者間との人事

交流も可能として人事配置を行う。 

 

４ 勤務時間及び週休日 

（１）勤務時間 

   常時勤務（フルタイム）職員の勤務時間は、１日７時間 45分、週 38時間 45分とする。短

時間勤務職員の勤務時間は３（２）勤務形態から任命権者が定める。 
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（２）週休日 

    週休日は現行の常勤職員と同様となるが、勤務日数が常勤職員より少ない短時間勤務職員

の場合は、所属長と協議のうえ週休日(※)を定めるものとする。 

   ※一般に、日曜日と祝日が重なった場合は振替休日があり、土曜日と祝日が重なった場合は

振替休日がないことから、原則、日曜日相当の法定週休日と祝日が重なった場合は祝日の

振替を行い、それ以外の週休日と祝日が重なった場合は振替を行わないものとする。 

 

５ 休暇制度 

（１）年次有給休暇 

週５日勤務の場合は年間 20日、週４日勤務の場合は年間 16日の年次有給休暇を付与する。 

なお、再任用職員が前年度に行使しなかった年休を有するときは、当該年休のうち同年度

に付与された年休の日数を上限として翌年度に限り繰り越すことができる。（※常勤職員から

再任用職員、会計年度任用職員から再任用職員となる場合も繰越可能） 

（２）その他の休暇制度 

  ア 常時勤務（フルタイム）職員 

原則として現行の常勤職員と同様となる。（ただし、永年勤続職員に対する休暇等につい

ては対象とならない。） 

 イ 短時間勤務職員 

原則として常時勤務（フルタイム）職員と同様となるが、常時勤務（フルタイム）職員

との勤務条件の均衡を図る必要のある休暇（夏季休暇等）は、週の勤務日数に応じた日数

となる。 

 

６ 給与（令和５年４月現在） 

（１）給料月額 

各級ごとに設定した各級単一の給料月額となる。 

■常時勤務（フルタイム）職員の給料月額 

 

行政職 (3 級) 
医療職 1（歯科

医師）(2 級) 

医療職 2（栄養

士等）(3 級) 

医療職 3（保健

師）(3 級) 
現業職 (3 級) 

給料月額 255,200 円 338,600円 243,500円 262,600 円 255,200円 

※短時間勤務職員の給料月額は、常時勤務（フルタイム）職員(38時間 45分勤務)の給料月額に 1

週間当たりの勤務時間の割合を乗じて得た額となる。 

（例）行政職（3級） 

週 16時間の短時間勤務     255,200円×16H/38.75H  ＝105,372 円 

週 20時間の短時間勤務     255,200円×20H/38.75H  ＝131,716円 

週 23時間 15分の短時間勤務  255,200円×23.25H/38.75H ＝153,120円 

週 30時間の短時間勤務     255,200円×30H/38.75H  ＝197,574 円 

週 31時間の短時間勤務     255,200円×31H/38.75H  ＝204,160円 

（２）期末・勤勉手当 有り(6月支給 1.150月分＋12月支給 1.150月分＝年間 2.30月分)  

（３）昇給制度は適用されない。 
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７ 諸手当 

（１）概要 

   再任用は、退職した者等を一定期間（最長５年）のみ任用するというものであるから、長

期継続雇用を前提にライフステージに応じた生計費の増加等に対処する目的で支給される生

活関連手当や、主として人材確保を目的とする手当については支給されない。 

〈支給する手当例〉 

  通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、期末・勤勉手当 

〈支給されない手当例〉 

  扶養手当、住居手当 

（２）諸手当の特例（現行の常勤職員と同様） 

   ア 短時間勤務職員の通勤手当 

     交通機関利用の場合は、決められた週の勤務日数に応じた額となる。 

   イ 短時間勤務職員の時間外勤務手当 

     １日あたりの正規の勤務時間と時間外勤務時間が合計７時間 45分に達するまでの時間

外勤務手当の支給割合は、100分の 100となる。 

 

８ 医療保険等 

（１）医療保険及び年金 

  ア 医療保険・・・市町村職員共済組合加入（短期給付） 

           ※週 16時間勤務の職は対象外 

  イ 年金・・・・・厚生年金加入 

 

（２）雇用保険 

   再任用職員は原則雇用保険法の被保険者となる。 

   ※雇用保険の適用基準は、週あたり勤務時間が 20時間以上であること。そのため、週 16

時間勤務の職は対象外となる。 

 

９ その他 

（１）服務、能率、分限・懲戒、公平、災害補償等における再任用職員の取扱いは基本的に現行 

の常勤職員と同様 

  ※再任用職員は、短時間勤務職員も含めて、現行の常勤職員と同様の本格的な職務に従事す

るものであるから、地方公務員の職務の性格に応じて設けられている服務に関する規定、

すなわち、服務の宣誓、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政

治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限等も定年前と同様に適用され

る。 

（２）再任用後の退職については、退職手当は支給しない。 

（３）福利厚生（厚生会）については退職前と同様とする。 
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10 再任用希望者等の受付 

８月初旬～中旬にかけて実施する再任用に係る意向調査（那覇市オンライン申請システムを活

用予定）において、再任用希望の旨を回答すること。なお、令和５年度に 60 歳に達する職員が定

年前再任用職員を希望する場合は、令和５年度中に退職願の提出が必要。 

 

11 再任用までのスケジュール（予定） 

８月 意向調査 

１１月 選考結果通知書 送付 

１月 選考結果通知書 送付（追加） 

３月 再任用内定通知書及び勤務条件通知書 送付 
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○参考・令和５年度選考再任用職員(令和５年度採用)の勤務形態別比較表 

 

令和５年６月時点 那覇市人事課作成 

 

勤務形態 

 

 

項目 

フルタイム 

勤 務 職 

(1日7時間45

分 

×週 5 日 

=週 38 時間

45 分) 

短 時 間 勤 務 職 

1 日 6 時間 

×週 5 日 

＝週 30時間 

1 日 7 時間

45 分 

×週 4 日 

＝週 31時間 

1 日 7 時間

45 分 

×週 3 日 

＝週 23時間

15 分 

保育教諭等 選択可 

1 日 4 時間 

×週 5 日 

＝週 20時間 

1 日 4 時間 

×週 4 日 

＝週 16時間 

週 休 日 
常勤職員と同

様    

常勤職員と同

様 

所属長と協議

して定める  

所属長と協議

して定める 

常勤職員と同

様 

所属長と協議

して定める  

年次有給休暇 
1 年度 20 日 

(+前年繰越) 

1 年度 20 日 

(+前年繰越) 

1 年度 16 日 

(+前年繰越) 

1 年度 12 日 

(+前年繰越) 

1 年度 20 日 

(+前年繰越) 

1 年度 16 日 

(+前年繰越) 

その他休暇等 

常勤職員と同

様 

※リフレッシ

ュ休暇除く 

原則フルタイ

ム勤務職と同

様 

原則フルタイ

ム勤務職と同

様 

※夏季休暇は4

日 

原則フルタイ

ム勤務職と同

様 

※夏季休暇は3

日 

原則フルタイ

ム勤務職と同

様 

原則フルタイ

ム勤務職と同

様 

※夏季休暇は4

日 

給 料 月 額 

(行政職の例) 

行政職(3 級) 

255,200 円 

フルタイム勤務職の給料に 38時間 45分に対する 1週間当たりの勤務時間の割

合を乗じた額 

197,574 円 204,160 円 153,120 円 131,716 円 105,372 円 

手 当 等 
期末・勤勉手当（6 月支給 1.15 月分+12 月支給 1.15 月分=年間 2.30 月分） 

通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当を支給 

◎扶養手当、住居手当及び再任用後の退職手当は支給なし  

医 療 保 険 共済組合(週 20 時間以上勤務で適用) 

次のいずれか※ 

①共済組合 

(任意継続)  

②国民健康保険 

年 金 
共済厚生年金 

(原則在職中

は支給停止)  

一般厚生年金 (週 20 時間以上勤務で適用) 
適用なし 

（未加入） 

雇 用 保 険 雇用保険適用 (週 20 時間以上勤務で適用) 
適用なし 

（未加入） 

服 務 
常勤職員と同じ (信用失墜行為禁止、秘密を守る義務、職務専念義務、政治的行為制限、争議

行為等禁止、営利企業等従事制限ほか) 

能 率 等 常勤職員と同じ (人事評価、職員研修、定期健康診断等) 

分 限 ・ 懲 戒 常勤職員と同じ 

災 害 補 償 常勤職員と同じ (地方公務員災害補償基金適用) 

市職員厚生会 常勤職員と同じ (会員負担金控除有） 

※ 市町村職員共済組合(任意継続)については、退職日の前日まで引き続き 1 年以上共済組

合員であったことが要件で、最長 2年間加入できます。 

 


